
μ、上

ぬ　告

中部霍、域都市計画事業美ｍ第二土丿也ぽ画ちを事業の事業計回（第８ 回変更）を
土ｔＫ画整ミま（ＷＦ日２ ９年ま律第１ １９ 倚） 第５ ５条第１ ３項において 準ｍす

る回条第 １項の規定に より ぬ衆の縦覧に供するので、 土地区苓暼を缶施行令 （昭
加３ ０年政令第４ ７そ）第 ３条の規定に より 、下笆の事項をぬ告する。

なお、售該事業計画の都市計舊で定められた事項ひ夕１ヽの事項について意見の
ある 利害関係者は 、令加７ 年１ Ｊｊ ７日 までに沖縄県加本に音叉書を提鴇す るこ

とができ る。

令和 ６年 １２ 犬１　１０日

１　 縦覧期笥

２　 縦覧４所

３　 縦覧Ｗ肌

記

沖縄市長職務代を者

沖縄市副市長　 平　 ｍ　 嗣Ｉ

令和 ６年 １２ Ｊミ１１ １日 （水）

令和 ６年 １　２１　２　４　日（火）

（土、日 、祝 日を含む）

から

まで

沖縄市仲宗う匹２ ６番 １号

沖縄市役所５ 階　建鼈部　 ぼ両憩Ｅミａ

（土、日 、祝 日）

沖縄市役所１ 階ロ ビー

午前８時 ３０分から

午後 ５時 １５分まで


